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1　道路、公園、水路、河川の境界線（以下｢道路等境界線｣という。）及び隣地境界線から、建築物
等の壁面又はこれに代わる柱等（以下｢壁面等｣という。）の面までの距離の最低限度（以下｢後
退距離｣という。）は、1.0ｍとする。 

2　次の各号に掲げるものについては、前項の規定を除外することができる。 
（1）道路等境界線からの壁面等後退距離の範囲内において、壁面後退部分の床面積の合計が5㎡

以下で、かつ、軒高2.3ｍ以下の独立した車庫 
（2）隣地境界線からの壁面等後退距離の範囲内において、壁面後退部分の床面積の合計が5㎡以

下で、かつ、軒高2.3ｍ以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するもの 
　　　ただし、隣地所有者の同意があるものに限る。 

1　建築物等の形態は、周辺の景観等と調和するもので、附属建築物（車庫及び物置その他これらに
類するものをいう。）を除き、建築面積の2/3以上を勾配屋根（勾配2/10以上）とするほか、
都市景観形成上支障がないものとする。 

2　建築物等の外壁の色は、グレー、茶系を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、濃茶、濃緑、
濃紺系を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、意匠についても、周辺の景観等と調和
するもので、都市景観形成上支障がないものとする。 

3　広告物は自己用とし、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、都市景観形成上支障が
ないもので、次に該当するものとする。 

（1）表示面を含め、壁面後退制限内に設置しない。 
（2）屋上及び屋根面に設置しない。 
（3）広告物の最高設置高さは、6ｍとする。 
（4）広告物の全体表示面積は、1㎡以下とする。 
4　基準時（地区計画の都市計画決定時）における敷地地盤面からの盛土はしてはならない。 

1　建築物等の高さの最高限度は10ｍとし、階数は地階を除き2以下とする。 
2　建築基準法第56条第1項第3号に掲げる第一種低層住居専用地域に定める規定（北側斜線）に適
合するものとする。 

1　道路等境界線に面して垣又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンス（地盤面から
の高さが1.2ｍ以下に限る。）と植栽を組み合わせるものとする。 

2　隣地境界線に面して垣又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンス（地盤面からの
高さが1.2ｍ以下に限る。）とする。 

3　前2項に規定する垣又はさくで、石、れんが、化粧ブロックその他これらに類するもの（以下｢石
等｣という。）と組み合わせる場合は、石等の高さは地盤面から0.6ｍ以下とする。また、石等と
透視可能なフェンスを組み合わせる場合の地盤面からの高さは1.2ｍ以下とする 

　金沢市横川3丁目地区開発行為区域内において、良好な市街地の形成と、快適で潤いのあるまちづ
くりを推進するために地区計画を決定する。 

建築物等の  
壁面の位置  
の　制　限  

建築物等の 
高　さ　の 
最 高 限 度 

垣又はさくの 
構造の制限 

建築物等の  
形 態 又 は  
意匠の制限  

●横川3丁目地区　地区計画は、平成13年9月11日に都市計画決定しました。 
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建築物等の壁面の位置の制限 
　快適でゆとりのある住宅地とすることをめざし、建築の過度の建てづまりを防ぎ、日照・通風及び

落雪・たい雪スペースの確保、あるいは「みどり」の空間を創出するために、道路、公園、水路、河

川の境界線（以下「道路等境界線」という。）や隣地境界線から後退して建築したり、空地をとって

建築することが必要です。 

　道路等境界線及び隣地境界から1.0ｍ以上後退して建築してください。ただし、以下に掲げるもの

については、規定を除外することができます。 

　●道路等境界線からの後退距離の範囲内において設ける次のもの 

　　・独立した車庫（壁面後退部分の床面積の合計が５㎡以下で、かつ、軒高2.3ｍ以下のもの） 

　●隣地境界線からの後退距離の範囲内において設ける次のもの 

　　・独立した車庫及び物置その他これらに類するもの 

（壁面後退部分の床面積の合計が５㎡以下で、かつ、軒高2.3ｍ以下のもので、隣地所有者の同

意があるもの） 

 

（注）後退距離は、建築物等の壁面又はこれらに代わる柱の面までの距離であり、壁や柱の芯までの距離ではありま

せん。 

建築物等の高さの最高限度 
　高すぎる建物は、落ち着いたまちなみの景観を乱すとともに、隣家の日照・通風に影響を与えたり、

圧迫感をもたらすことがあります。このため、建築物の高さを地区の特性にあった高さにすることが

必要です。 

　横川３丁目地区では、建築物の高さを次のように定めています。 

　○建築物の最高高さ　…　10ｍ 

　○建築物の階数　　　…　地階を除き2以下とする 

　○北側斜線制限　　　…　第一種低層住居専用地域に定める規定による 

　　　　　　　　　　　　　（建築基準法第56条第１項第３号による。） 

　　※立面図にそれぞれ明記して下さい。 
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その他 
　●基準時（地区計画の都市計画決定時）における敷地地盤面からの盛土はしてはならない。 

屋根は2/10以上の 
勾配屋根とする 

外壁の色は、グレー、 
茶系を基調 

勾配屋根部分の面積は、 
建築面積の2/3以上 

屋根の色は黒、グレー、濃茶 
濃緑、濃紺を基調 隣
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設置しない 

垣又はさくの構造の制限 
　緑豊かな居住空間を形成するため、垣又はさくの構造の制限等を行っています。 
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横川三丁目地区 地区計画　計画図

凡　　　 例 

地区計画の区域 
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